
障害者総合支援法施行規則の改正について 

(H29.03.14) 

 

１ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」（平成

18年厚生労働省令第19号）（以下「規則」という。）の改正の概要 

障害者総合支援法第 36 条第２項に規定する特定障害福祉サービスに就労継続支援

Ａ型を追加する。（第34条の20） 

 

第 34 条の 20 法第 36 条第２項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービ

ス（第 34 条の 22 において「特定障害福祉サービス」という。）は、生活介護、

就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型とする。 

 

２ 規則改正に伴う影響 

規則の改正により、特定障害福祉サービスに新たに就労継続支援Ａ型が加えられ、

生活介護及び就労継続支援Ｂ型と同様に利用定員を定めて新規指定及び変更指定を行

うこととされたことに伴い、就労継続支援Ａ型の新規指定手続き及び利用定員の増加

を伴う指定変更手続き等については、次のとおりとなる。 

（１）特定障害福祉サービスについては、法第 36 条第５項により、都道府県知事は、当

該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む障害保健福祉圏域にお

ける当該申請に係る指定障害福祉サービスの量が、都道府県障害福祉計画に定める必

要量に既に達しているか、新たな指定によってこれを超えることになると認めるとき、

その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき

は、指定をしないことができることとされた。 

（２）地方自治法施行令第 174 条の 32 第１項及び第３項並びに第 174 条の 49 の 12 第１

項及び第２項では、指定都市及び中核市の市長は、指定が特定障害福祉サービスに係

るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならないとされ

ている。 

（３）就労継続支援Ａ型事業者は、平成 29 年４月１日以降、利用定員を増加しようとす

る場合には、法第37条第１項の規定に基づき、指定の変更申請を行うこととなる。 

 

３ 当面の対応 

就労継続支援Ａ型事業所の指定に係る取扱いについては、各指定権者及び各事業所

に対し今年度中の通知を予定している。 

（神奈川県障害福祉課作成） 

資料２ 



 

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例(案)の概要 

 

１ 改正の趣旨 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、所要の改

正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

（１）指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努め

るとともに、その希望を踏まえたものとする旨の規定を設ける。（第 179 条関係） 

（２）指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した

額が賃金の総額以上となるようにしなければならない旨の規定を設ける。（第 180 条

関係） 

（３）指定就労継続支援Ａ型事業者が利用者に支払う賃金及び工賃の額について、原則、

自立支援給付から充当してはならない旨の規定を設ける。（第 180 条関係） 

（４）指定就労継続支援Ａ型事業者が定めるべき運営規程の項目に、賃金及び工賃並びに

利用者の労働時間及び作業時間を追加する。（第 184 条の２関係） 

（５）その他所要の規定整備を行う。（第 178 条、第 185 条関係） 

 

３ 施行期日及び経過措置 

（１）施行期日 

平成 29 年４月１日 

（２）経過措置 

この条例の施行の際現に指定を受けている指定就労継続支援Ａ型事業所に係る重要

事項に関する規程に関する基準については、平成 29 年６月 30 日までは、なお従前の

とおりとすることができる。 

 

（神奈川県障害福祉課作成） 
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新旧対照表（案） 

○指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

新 旧 

（雇用契約の締結） （雇用契約の締結） 

第178条 （略） 第178条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援Ａ型事業者（第186条に規定す

る指定就労継続支援Ｂ型の事業を一体的に行う者を除く。第180条第３項及び

第５項において同じ。）は、利用者が省令第６条の10第２号に規定する者で

ある場合には、当該利用者に対し、雇用契約を締結せずに指定就労継続支援

Ａ型を提供することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援Ａ型事業者（第186条に規定す

る指定就労継続支援Ｂ型の事業を一体的に行う者を除く。第180条第２項及び

第４項において同じ。）は、利用者が省令第６条の10第２号に規定する者で

ある場合には、当該利用者に対し、雇用契約を締結せずに指定就労継続支援

Ａ型を提供することができる。 

（就労） （就労） 

第179条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、次

に定めるところにより行わなければならない。 

第179条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、次

に定めるところにより行わなければならない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望

を踏まえたものとすること。 

（新設） 

（賃金及び工賃） （賃金及び工賃） 

第180条 （略） 第180条 （略） 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動

に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃

金の総額以上となるようにしなければならない。 

（新設） 

３ （略） ２ （略） 

４ （略） ３ （略） 

５ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立

した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、第３項の規定により

支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立

した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、第２項の規定により

支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

６ 賃金及び第３項に規定する工賃の支払については、自立支援給付をもって

充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、こ

の限りでない。 

（新設） 

  

第184条 （略） 第184条 （略） 

（運営規程）  
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第184条の２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支援Ａ型事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなけれ

ばならない。 

（新設） 

⑴ 事業の目的及び運営の方針  

⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容  

⑶ 営業日及び営業時間  

⑷ 利用定員  

⑸ 指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものを除く。）並びに支

給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

 

⑹ 指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものに限る。）、賃金及

び第180条第３項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間 

 

⑺ 通常の事業の実施地域  

⑻ サービスの利用に当たっての留意事項  

⑼ 緊急時等における対応方法  

⑽ 非常災害対策  

⑾ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障害の種類  

⑿ 虐待の防止のための措置に関する事項  

⒀ その他運営に関する重要事項  

（準用） （準用） 

第185条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、

第37条から第42条まで、第59条から第62条まで、第68条、第70条から第72条

まで、第75条から第77条まで、第88条から第90条まで、第92条から第94条ま

で、第146条、第147条及び第171条の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事業に

ついて準用する。この場合において、第10条第１項中「第32条に規定する運

営規程」とあるのは「第184条の２に規定する重要事項に関する規程」と、第

21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第185条において準用する第146条

第１項」と、第59条第１項中「次条第１項」とあるのは「第185条において読

み替えて準用する次条第１項」と、同項、第60条第１項、第２項及び第４項

から第８項まで並びに第77条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「就

労継続支援Ａ型計画」と、第61条中「前条」とあるのは「第185条において読

み替えて準用する前条」と、第77条第２項第２号中「第55条第１項」とある

のは「第185条において準用する第20条第１項」と、同項第３号中「第67条」

とあるのは「第185条において準用する第90条」と、同項第４号中「第75条第

第185条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29条、

第37条から第42条まで、第59条から第62条まで、第68条、第70条から第72条

まで、第75条から第77条まで、第88条から第94条まで、第146条、第147条及

び第171条の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場

合において、第10条第１項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「第

185条において読み替えて準用する第91条に規定する重要事項に関する規程」

と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第185条において準用する第

146条第１項」と、第59条第１項中「次条第１項」とあるのは「第185条にお

いて読み替えて準用する次条第１項」と、同項、第60条第１項、第２項及び

第４項から第８項まで並びに第77条第２項第１号中「療養介護計画」とある

のは「就労継続支援Ａ型計画」と、第61条中「前条」とあるのは「第185条に

おいて読み替えて準用する前条」と、第77条第２項第２号中「第55条第１項」

とあるのは「第185条において準用する第20条第１項」と、同項第３号中「第

67条」とあるのは「第185条において準用する第90条」と、同項第４号中「第
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２項」とあるのは「第185条において準用する第75条第２項」と、同項第５号

及び第６号中「次条」とあるのは「第185条」と、第94条中「運営規程」とあ

るのは「第184条の２に規定する重要事項に関する規程」と、「前条」とある

のは「第185条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

75条第２項」とあるのは「第185条において準用する第75条第２項」と、同項

第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第185条」と、第91条中「第94条」

とあるのは「第185条において読み替えて準用する第94条」と、第94条中「前

条」とあるのは「第185条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

  

 



 

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例(案)の概要 

 

１ 改正の趣旨 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サ

ービス事業の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、所要の改正を行うもので

ある。 

 

２ 改正の内容 

（１）就労継続支援Ａ型事業者は、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めると

ともに、その希望を踏まえたものとする旨の規定を設ける。（第 78 条関係） 

（２）就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額が

賃金の総額以上となるようにしなければならない旨の規定を設ける。（第 79 条関係） 

（３）就労継続支援Ａ型事業者が定めるべき運営規程の項目に、賃金及び工賃並びに利用

者の労働時間及び作業時間を追加する。（第 83 条の２関係） 

（４）その他所要の規定整備を行う。（第 77 条、第 84 条関係） 

 

３ 施行期日及び経過措置 

（１）施行期日 

平成 29 年４月１日 

（２）経過措置 

この条例の施行の際現に就労継続支援Ａ型事業を行う事業所に係る重要事項に関す

る規程に関する基準については、平成 29 年６月末日までは、なお従前の例によるこ

とができることとする。 

（神奈川県障害福祉課作成） 
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新旧対照表(案） 

○障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

新 旧 

（雇用契約の締結） （雇用契約の締結） 

第77条 （略） 第77条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、就労継続支援Ａ型事業者（就労継続支援Ｂ型の

事業を一体的に行う者を除く。第79条第３項及び第５項において同じ。）は、

利用者が省令第６条の10第２号に規定する者である場合には、当該利用者に

対し、雇用契約を締結せずに就労継続支援Ａ型を提供することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、就労継続支援Ａ型事業者（就労継続支援Ｂ型の

事業を一体的に行う者を除く。）は、利用者が省令第６条の10第２号に規定

する者である場合には、当該利用者に対し、雇用契約を締結せずに就労継続

支援Ａ型を提供することができる。 

（就労） （就労） 

第78条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、次に定

めるところにより行わなければならない。 

第78条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、次に定

めるところにより行わなければならない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望

を踏まえたものとすること。 

（新設） 

（賃金及び工賃） （賃金及び工賃） 

第79条 （略） 第79条 （略） 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係

る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の

総額以上となるようにしなければならない。 

（新設） 

３ （略） ２ （略） 

４ （略） ３ （略） 

５ 就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した

日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、第３項の規定により支払

われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した

日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、第２項の規定により支払

われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

  

第83条 （略） 第83条 （略） 

（運営規程）  

第83条の２ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならな

い。 

（新設） 

⑴ 事業の目的及び運営の方針  
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⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容  

⑶ 営業日及び営業時間  

⑷ 利用定員  

⑸ 就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものを除く。）並びに利用者

から受領する費用の種類及びその額 

 

⑹ 就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものに限る。）、賃金及び第

79条第３項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間 

 

⑺ 通常の事業の実施地域  

⑻ サービスの利用に当たっての留意事項  

⑼ 緊急時等における対応方法  

⑽ 非常災害対策  

⑾ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は、当該障害の種類  

⑿ 虐待の防止のための措置に関する事項  

⒀ その他運営に関する重要事項  

（準用） （準用） 

第84条 第10条から第16条まで、第21条、第23条から第25条まで、第27条から

第32条まで、第37条、第40条、第44条から第46条まで、第48条、第49条及び

第53条の規定は、就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合にお

いて、第13条第１項中「次条第１項」とあるのは「第84条において読み替え

て準用する次条第１項」と、第14条第１項、第２項及び第４項から第８項ま

で並びに第32条第２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援

Ａ型計画」と、第15条中「前条」とあるのは「第84条において読み替えて準

用する前条」と、第32条第２項第２号中「第27条第２項」とあるのは「第84

条において準用する第27条第２項」と、同項第３号中「第29条第２項」とあ

るのは「第84条において準用する第29条第２項」と、同項第４号中「前条第

２項」とあるのは「第84条において準用する前条第２項」と読み替えるもの

とする。 

第84条 第10条から第16条まで、第21条、第23条から第25条まで、第27条から

第32条まで、第37条、第40条、第44条から第49条まで及び第53条の規定は、

就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合において、第13条第１

項中「次条第１項」とあるのは「第84条において読み替えて準用する次条第

１項」と、第14条第１項、第２項及び第４項から第８項まで並びに第32条第

２項第１号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第

15条中「前条」とあるのは「第84条において読み替えて準用する前条」と、

第32条第２項第２号中「第27条第２項」とあるのは「第84条において準用す

る第27条第２項」と、同項第３号中「第29条第２項」とあるのは「第84条に

おいて準用する第29条第２項」と、同項第４号中「前条第２項」とあるのは

「第84条において準用する前条第２項」と読み替えるものとする。 

 


